
建設局　令和２年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

整備前 整備後

（２）生活道路の整備

市民生活に密接に関わる生活道路は、消防・救急など緊急車両の通行や活

動の妨げとなる狭あい道路、路面排水の悪い道路、舗装や側溝の老朽化など、

様々な問題を抱えています。

そのため、市民から多く要望のある生活道路の整備を早急に実施し、安全

で快適な道路環境の実現を図る必要があります。

本市を「活力のある選ばれる都市」とするため、幹線道路網の整備を行うととも
に、公共下水道整備などの都市基盤の整備を効率的・効果的に推進する必要があり
ます。
また、都市の安全性を確保するため、都市基盤の適切な維持管理を実施し、浸水

被害の軽減に向け、下水道浸水対策や河川改修を進めていくとともに、地震による
緊急輸送道路の閉塞防止のため、建築物の耐震化を推進する必要があります。
さらに、「住みやすく住み続けたい都市」とするためには、市民生活に密着した

生活道路の整備や、交通安全対策、水辺環境整備等を実施することで、中長期的に
市民生活環境を向上させていく必要があります。

人口減少と少子高齢化が見込まれるなか、本市を「市民・企業から選ばれる都

市」とするため、幹線道路や公共下水道などの都市基盤を効率的・効果的に整備し、

市民生活や経済活動を支えるとともに、老朽化が進む都市基盤の適切な維持管理に

ついても推進する必要があります。

また、台風や集中豪雨による大雨被害及び地震による被害を軽減するため、河川

改修や下水道浸水対策の実施、橋りょう及び建築物の耐震化の推進、計画的な無電

柱化を推進することにより、都市の強靭化による安心・安全の提供を行う必要があ

ります。

さらに、生活環境の向上のため、市民生活に密着した生活道路や歩道の整備、自

転車通行環境整備、水辺環境整備等を推進することにより、市民満足度の向上を図

る必要があります。

（１）道路ネットワークの整備

本市の持続的な成長を実現するため、幹線道路の整備により渋滞緩和や移

動時間の短縮などを図り、円滑な都市活動を支える必要があります。さらに、

災害時の緊急輸送路として、防災機能を強化する役割も求められています。

また、高速道路を含めた広域的な道路ネットワークの構築を目指し、コス

ト縮減を図りつつ、より効率的かつ効果的に整備を推進していく必要があり

ます。

大谷場高木線（道場工区） 新設整備三橋中央通線（三橋工区） 拡幅整備
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橋りょう点検車による点検 落橋防止装置の取付、橋脚の補強

無電柱化整備事例（東大宮駅東口駅前通り）

自転車専用通行帯の整備事例（与野中央通り） 矢羽根の整備事例（市役所通り）

整備前 整備後

（３）安全で良好な道路空間の整備

歩行者や自転車利用者の安全を確保することは急務であり、交通事故抑止

や、歩行者と自転車利用者の安全な通行空間創出のため、歩道整備や自転車

通行環境整備を推進する必要があります。

また、道路の安全対策として、警察との協働で行うゾーン３０整備、踏切

の事故防止対策、事故危険箇所等の対策にも取り組んでいく必要があります。

さらに、市街地における安全な歩行空間の確保、都市防災対策、都市景観

の向上や良好な住空間の形成のため、無電柱化を推進する必要があります。

（４）橋りょうの老朽化対策と耐震化

市が管理する橋りょう948橋（平成31年3月末時点）のうち、建設後50年以

上を経過するものは全体の約15％ですが、30年後にはその割合が約81％に達

します。

大量の橋りょうの老朽化は、一定時期に修繕や架替えに係る費用の増大を

招き財政的に大きな負担となることから、計画的な修繕により費用の平準化

を図るとともに、橋りょうの損傷及び変状を早期に把握するため、近接目視

詳細点検を継続して行う必要があります。

また、震災時の広域道路ネットワーク確保のため、緊急輸送道路及び鉄道、

高速道路等に架かる橋りょうの耐震化を推進する必要があります。
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河川整備の一環として、水辺環境づくりにも取り組んでいます。

市内の小中学校、公園等に貯留浸透施設を設置することにより、浸水対策に役立っています。

（５）市営住宅の老朽化対策

本市の市営住宅については、老朽化が顕著で最近の生活形態の変化に性能

水準・居住水準等が対応できていない住宅が多数存在していることから、市

営住宅等※１ 長寿命化計画に基づき、市営住宅の建替えを実施し、安心して

暮らせる住まいづくりを推進する必要があります。

※１ 市営住宅等とは、市営住宅、改良住宅及び市民住宅のことをいいます。

昭和34年度～昭和36年度に建設された道祖土戸崎団地 建替え後の道祖土戸崎団地外観イメージ

河川整備の一環として、水辺環境づくりにも取り組んでいます。

市内の小・中学校等に貯留浸透施設を設置することにより、浸水対策に役立っています。

貯留時晴天時

整備前 整備後

（６）総合治水対策

台風や集中豪雨の大雨による浸水被害の軽減に向け、河川改修、小・中学

校等への貯留浸透施設の設置及び排水機場整備など、ハード対策を実施する

ほか、河川・下水道・道路における水位を一元化した水位情報の提供などソ

フト対策を進め、総合的な治水対策を講じていく必要があります。

また、多様な河川空間を保全創造するため、環境や景観に配慮した水辺環

境づくりを行う必要があります。
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老朽化対策（管きょ更生工法）[大門浅間2号幹線]

改築後改築前

浸水対策 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ地下式調整池［日進調整池］ポンプ場の耐震化（壁の補強状況）

（７）区域線の整備

大規模災害による被災時には、市民生活や経済活動再建の基礎となる、

道路やライフライン等の都市インフラの迅速な復旧・復興が求められており、

市が管理する道路の位置を早期に復元することが必要となります。

そのため、市が管理する道路及び水路と民地との境界線（区域線）を早急

に整備する必要があります。

（８）下水道の整備

下水道は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全だけでなく、大雨など

の自然災害に対し、安心・安全な暮らしを提供するためにも、必要不可欠な

ものです。

汚水整備については、事業効率の高い地域を選定し、整備を進めていく必

要があります。

また、近年の都市化の進展や気候変動の影響による浸水被害の発生、今後

想定される施設の老朽化や大規模地震への対策などが急務となっています。

下水道の持続的な機能確保を図り、市民にいつまでも安心・安全なサービ

スを提供し続けていくためには、これらの事業を計画的に推進するとともに、

効率的・効果的な維持管理を図っていく必要があります。
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（９）建築物等の地震対策

ア 建築物の耐震化

地震による住宅や多数の者が利用する建築物等の倒壊から被害を軽減させ

るためには、倒壊そのものを防ぐ既存建築物の耐震化を促進させることが有

効な手段となることから、耐震補強等助成事業について市民への情報提供や

啓発活動を積極的に推進し、耐震化を加速させる必要があります。

また、地震災害時における緊急輸送道路の機能を確保するため、倒壊によ

り緊急輸送道路を閉塞させるおそれのある建築物の耐震化を促進する必要が

あります。

大宮駅

岩槻駅

浦和美園駅

浦和駅

緊急輸送道路閉塞建築物

（道路幅員と建築物の高さの関係）

緊急輸送道路路線図

：一般緊急路線

①国道４６３号(一部)
②さいたま春日部線
③川口上尾線
④さいたま東村山線
⑤さいたま幸手線
⑥上野さいたま線
⑦自衛隊通り
⑧越谷岩槻線
⑨さいたま鴻巣線
⑩大宮停車場線
⑪さいたま鳩ヶ谷線
⑫蓮田杉戸線
⑬鴻巣桶川さいたま線
⑭曲本さいたま線
⑮新方須賀さいたま線
⑯宗岡さいたま線
⑰蒲生岩槻線
⑱大和田停車場線

：一般緊急路線

東北自動車道
首都高速埼玉大宮線
首都高速埼玉新都心線
東京外かく環状道路
一般国道１６号
一般国道１７号
一般国道１７号新大宮バイパス
一般国道１２２号
一般国道２９８号
一般国道４６３号(一部)
第二産業道路

：重要路線

イ 既存ブロック塀等の改善

地震時のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路の確保を図

るため、道路に面する危険なブロック塀等の除却などに対して、積極的な支

援を行うことにより、既存ブロック塀等の改善を促進する必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）市民生活・経済活動を支える都市基盤を整備します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 総振 幹線道路整備事業 10,718,102 12,041,093 活力ある経済活動や災害時における緊急輸送

創生 〔道路計画課〕 (1,573,114) (1,791,542) 及び復旧活動を支える道路ネットワークを構

築するため、道場三室線等を整備

2 総振 国直轄道路事業負担金 1,090,000 400,000 国が直轄で行う道路事業に対する負担金

成長 〔広域道路推進室〕 (109,000) (40,000)

創生

3 総振 首都高速道路整備出資 22,000 21,000 首都高速道路株式会社が行う有料道路事業

成長 金 (2,200) (2,100) （新大宮上尾道路）に伴う出資金

創生 〔広域道路推進室〕

4 総振 下水道汚水事業 3,732,671 3,758,695 さいたま市生活排水処理基本計画で定めた合

〔下水道計画課〕 併処理浄化槽との役割分担により、事業効率

が高い区域の汚水整備を推進

（２）都市基盤の戦略的維持管理を実施します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

5 総振 道路修繕事業 3,517,573 3,592,195 道路パトロールや市民からの通報等に基づき

創生 〔道路環境課〕 (2,975,723) (2,862,355) 舗装や道路附属物などの損傷箇所を修繕

6 総振 橋りょう長寿命化修繕 1,456,581 1,926,591 橋りょうの予防保全を推進することにより、

創生 事業 (323,601) (357,191) 維持管理費の縮減と補修費用を平準化

〔道路環境課〕

7 拡大 市営住宅建替事業 1,450,216 806,482 市営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化し

総振 〔住宅政策課〕 (23,571) (9,595) た市営住宅の計画的な建替えを実施

いまだ不十分である本市の都市基盤の整備を推進し、「市民・企業から選ばれる都

市」とするために、経済活動を支える都市基盤整備を効率的・効果的に推進していき

ます。

都市基盤の老朽化に対処するために、予防保全的な手法を取り入れた戦略的維持管

理を推進します。

防災・減災の取組、社会資本の老朽化対策により、市民の安全を確保するとともに、

市民生活環境の向上や、市民ニーズにも対応していきます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業

-381-



*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

8 総振 下水道施設老朽化対策 3,471,831 4,628,314 老朽化したポンプ場・処理場及び管路施設に

創生 事業 ついて、予防保全の観点から計画的な改築を

〔下水道計画課〕 進めるとともに、重要な下水道施設の耐震化

を実施

（３）安心・安全を提供する都市基盤を整備します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

9 総振 無電柱化推進事業 729,503 788,022 都市災害の防止、安全で円滑な交通空間の確

成長 〔道路環境課〕 (60,969) (58,340) 保、優れた都市景観の形成や観光振興の向上

創生 等のため、無電柱化を推進

10 拡大 橋りょう耐震化事業 1,064,700 666,200 埼玉県緊急輸送道路の橋りょうや重要路線、

総振 〔道路環境課〕 (20,300) (61,950) 鉄道などを跨ぐ跨道橋や跨線橋について、重

成長 点的、計画的に橋脚の耐震補強や橋桁の落下

創生 防止対策を実施

11 拡大 下水道浸水対策事業 3,559,043 3,190,171 浸水被害の軽減を目的とした雨水貯留施設及

総振 〔下水道計画課〕 び雨水管の整備を推進するとともに、新たに

創生 浸水シミュレーションを活用した内水ハザー

ドマップを作成

12 拡大 油面川排水機場整備事 482,360 254,315 油面川流域における浸水被害を軽減するため、

総振 業 (48,660) (31,315) 油面川排水機場の整備を前倒しで実施

〔河川課〕

13 総振 流域貯留浸透事業 73,970 112,150 降雨が短時間で河川に集中し、浸水被害を起

創生 〔河川課〕 (7,470) (11,250) こす可能性が高まっているため、公共施設

（小・中学校等）に降った雨を一時貯留、浸

透させる施設を設置

14 新規 雨水浸水解析事業 18,150 0 令和元年台風第19号を想定したシミュレー

〔河川課〕 (18,150) (0) ションにより、浸水状況の解析や対策の検討

を実施

15 総振 区域線整備推進事業 371,085 355,119 市が管理する道路及び水路と民地との境界線

創生 〔土木総務課〕 (371,085) (355,119) （区域線）の整備を推進

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

16 拡大 既存建築物耐震補強等 363,866 337,554 地震防災対策強化のため、住宅や多数の者が

総振 助成事業 (194,999) (179,164) 利用する建築物、緊急輸送道路閉塞建築物の

創生 〔建築総務課〕 耐震化に対する助成等を引き続き実施

17 拡大 既存ブロック塀等改善 57,810 30,000 地震の際の人的被害の防止と避難経路の確保

総振 事業 (28,905) (15,000) のため、危険なブロック塀等の除却等に係る

創生 〔建築総務課〕 費用の一部の助成を実施するとともに、新た

に民間の危険なブロック塀等の調査を実施

し、計画的に対策を推進

（４）市民生活環境を向上させる都市基盤を整備します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

18 総振 暮らしの道路・スマイ 3,823,710 3,766,164 市民からの整備要望を受け、4ｍに満たない

倍増 ルロード整備事業 (807,910) (836,664) 生活道路の拡幅整備や、道路の排水能力の向

創生 〔道路環境課〕 上、舗装の再整備など、道路環境の改善につ

ながる整備工事を引き続き推進　　　

19 拡大 歩道等整備事業 2,042,744 1,864,433 歩行者等の安全な通行を確保するため、バリ

総振 〔道路環境課〕 (562,294) (497,333) アフリー化と合わせて、幹線道路等における

成長 歩道整備等を推進

創生

20 総振 自転車通行環境整備事 361,500 376,368 自転車が安全で快適に走行できる通行環境の

倍増 業 (36,300) (61,668) 整備を推進

創生 〔道路環境課〕

21 総振 ゾーン３０整備事業 102,200 118,350 一定の区域（ゾーン）を指定し、ゾーン内の

倍増 〔道路環境課〕 (7,100) (16,950) 生活道路における安全対策を実施

創生

22 拡大 踏切改良事業 611,026 250,435 踏切事故防止、歩行者の安全確保、交通渋滞

総振 〔道路環境課〕 (50,326) (25,635) の緩和のため、前後の道路より幅員が狭い踏

創生 切を主な対象とし、拡幅整備や安全対策を実

施

23 総振 高沼用水路整備事業 21,848 248,028 高沼用水路の水路や護岸などの水辺環境整備

倍増 〔河川課〕 (12,948) (54,028) を行い、市民と連携しながら、市民の憩いの

創生 場となる親水性の高い水辺空間づくりを推進

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧

（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

土木総務課 燃料費の見直し 燃料量を見直し、予算額を縮小する。 △ 112

土木総務課 使用料の見直し コピー機使用枚数を見直し、予算額を縮小する。 △ 113

建築行政課 旅費の見直し 出張回数を見直し、予算額を縮小する。 △ 5

建築行政課 消耗品費の見直し 購入品を見直し、予算額を縮小する。 △ 224

建築行政課 燃料費の見直し 燃料量を見直し、予算額を縮小する。 △ 69

建築行政課 通信運搬費の見直し 郵送件数を見直し、予算額を縮小する。 △ 40

建築行政課 消耗品費の見直し 購入品を見直し、予算額を縮小する。 △ 40

建築行政課 燃料費の見直し 燃料量を見直し、予算額を縮小する。 △ 74

保全管理課
予防保全の推進における
消耗品費の見直し

消耗品費を見直し、予算額を縮小する。 △ 81

設備課
営繕事務事業における負
担金の見直し

研修会参加回数を見直し、予算額を縮小する。 △ 97

下水道総務課 委託料の見直し
帳票類出力作業の内容を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 9

下水道維持管理
課

消耗品費の見直し 消耗品内容を見直し、予算額を縮小する。 △ 35

下水道総務課
水洗便所改造資金貸付助
成事業の補助金の見直し

実績を踏まえ、助成予定件数を見直し、予算額を縮
小する。

△ 603

下水道財務課
下水道事業会計予算書・
決算書の作成における印
刷製本費の見直し

実績を踏まえ、必要部数を精査し、予算額を縮小す
る。

△ 50

下水道維持管理
課

管きょ維持管理事業にお
ける補償費の見直し

依頼実績を踏まえ、予算額を縮小する。 △ 1,100

下水道計画課
管きょ整備事業における
燃料費の見直し

燃料量を見直し、予算額を縮小する。 △ 68

-384-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 149 -

＜主な事業＞

１ 56,230 ４ 514 

２ 29,513 

３ 6,599 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 149 -

＜主な事業＞

１ 5,458 ４ 373 

２ 5,414

３ 740

事務事業名 土木積算システム管理事業 予算額 92,856 

＜特記事項＞

　国土交通省の基準に対応するよう、土木・下水道積算システムの改修を実施し
ます。

前年度予算額 65,625 

増減 27,231 

土木・下水道積算システムの管理・運用 その他

　積算業務の効率化・迅速化を図るため、電算システム
の改修及び運用管理をします。

　業務に伴う書籍の購入や職員の出張旅費等を支出しま
す。

建設資材等の価格調査

　工事費の積算に用いる資材単価を、より実勢に近いも
のとするため、市場調査を行います。

単価表・積算基準等の作成

　市として統一した設計単価表や積算基準等を作成し、
工事発注課所に配布します。

事務事業名 営繕積算システム管理事業

局/部/課 建設局/技術管理課

款/項/目 8款 土木費/1項 土木管理費/1目 土木総務費 一般財源 92,856 

＜事業の目的・内容＞

　土木及び下水道工事の設計積算業務において、効率化・迅速化を図るため、市
全体で統一した単価・歩掛等を用いた電算システムの運用管理を行います。
　また、設計積算業務を円滑に行うために、単価表・積算基準等の作成、改訂、
データ管理を行います。

予算額 11,985 
局/部/課 建設局/技術管理課

款/項/目 8款 土木費/1項 土木管理費/1目 土木総務費 一般財源 11,985 

＜事業の目的・内容＞

　建築及び設備工事の設計積算業務において、効率化・迅速化を図るため、市全
体で統一した単価・歩掛等を用いた電算システムの運用管理を行います。
　また、設計積算業務を円滑に行うために、単価表・積算基準等の作成、改訂、
データ管理を行います。

前年度予算額 9,676 

増減 2,309 

営繕積算システムの管理・運用 その他

　積算業務の効率化・迅速化を図るため、電算システム
を運用管理します。

　業務に伴う書籍の購入や職員の出張旅費等を支出しま
す。

建設資材等の価格調査

　工事費の積算に用いる資材単価を、より実勢に近いも
のとするため、市場調査を行います。

単価表・積算基準等の作成

　市として統一した設計単価表や積算基準等を作成し、
工事発注課所に配布します。

-385-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 149 -

＜主な事業＞

１ 46,957 ４ 1,790

２ 768

３ 5,214

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 149 -

＜主な事業＞

１ 3,356

事務事業名 技術基準・技術管理事業 予算額 54,729 
局/部/課 建設局/技術管理課

款/項/目 8款 土木費/1項 土木管理費/1目 土木総務費 一般財源 54,729 

＜事業の目的・内容＞

　組織全体の技術管理体制を確立するために、公共工事における施工体制の適正
化、公共工事の品質確保の促進に関する施策の推進、建設副産物対策及び建設部
門情報化の推進等に取り組みます。
　また、審議会の運営、各種協議会・団体等への対応、技術基準・技術管理全般
についての事業を行います。

＜特記事項＞

　ＣＡＬＳ／ＥＣ業務支援システムの機器更改等が完了しました。 前年度予算額 80,599 

増減 △ 25,870 

建設部門情報化の推進 その他

　建設部門の情報化（ＣＡＬＳ／ＥＣ）を推進するた
め、ＣＡＬＳ／ＥＣ業務支援システム、ＣＡＤシステム
の運用保守を行うとともに、研修等による支援を行いま
す。

　各種研修会開催・審議会の運営等に要する事務経費や
業務に伴う事務用消耗品費等を支出します。

優秀建設工事業者表彰

　公共工事の品質確保の促進を図るため、特に優秀な成
績で市発注工事を完成させた受注業者及び技術者を表彰
します。

公共工事の適正な施工体制の確保等

　適正な施工体制の確保に資する施策、公共工事の品質
確保の促進に関する施策及び技術基準・技術管理全般に
関する施策を展開します。

事務事業名 営繕事務事業（営繕課） 予算額 3,356
局/部/課 建設局/建築部/営繕課

款/項/目 8款 土木費/1項 土木管理費/1目 土木総務費 一般財源 3,356

＜事業の目的・内容＞

　学校、保育園、公民館、消防庁舎等の市有施設の建築・改修工事等に関する設
計、積算、工事監理等を実施します。

前年度予算額 3,270

増減 86 

建築工事の設計、積算及び工事監理業務

　市有施設の新増改築、改修等に関する建築工事の設
計、積算及び工事監理の業務を実施します。
　なお、当該予算は事業執行の需用費等であり、各業務
の予算は所管課にて計上しています。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 149 -

＜主な事業＞

１ 1,276

２ 35

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 149 -

＜主な事業＞

１ 2,487

事務事業名 営繕事務事業（設備課） 予算額 2,487
局/部/課 建設局/建築部/設備課

款/項/目 8款 土木費/1項 土木管理費/1目 土木総務費 一般財源 2,487

＜事業の目的・内容＞

　学校、保育園、公民館、消防庁舎等の市有施設の建設・改修工事等に関する建
築設備の設計、積算、工事監理等を実施します。

△ 467 

市有建築物の計画的な予防保全の推進

　公共施設マネジメント計画に係る躯体の健全性調査、
大規模改修等の設計及び工事を実施します。
　なお、当該予算は事業執行の需用費等であり、各業務
の予算は所管課にて計上しています。

市有建築物の耐震化の推進

前年度予算額 1,778

増減

前年度予算額 2,602

増減 △ 115 

建築設備工事の設計、積算及び工事監理業務

　市有建築物耐震化実施計画の進行管理を行います。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6106

事務事業名 営繕事務事業（保全管理課） 予算額 1,311
局/部/課 建設局/建築部/保全管理課

款/項/目 8款 土木費/1項 土木管理費/1目 土木総務費 一般財源 1,311

＜事業の目的・内容＞

　市有建築物の計画的な予防保全を推進するとともに耐震化を図ります。

　市有施設の建設・改修に関する建築設備工事の設計業
務、積算業務及び工事監理業務を実施します。
　なお、当該予算は事業執行の需用費等であり、各業務
の予算は所管課にて計上しています。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 151 17款

18款

-

＜主な事業＞

１ 363,866 ３ 19,273

２ 57,810 ４ 54,080

５ 6,183

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 151 17款

19款

24款

-

＜主な事業＞

１ 13,923

２ 1,701

３ 1,625

既存建築物耐震補強等助成事業 民間建築物吹付けアスベスト除去等事業

　アスベストが含有されているおそれのある吹付け材の
分析調査、吹付けアスベストの除去等に係る費用の一部
を助成します。

狭あい道路拡幅整備事業

　建築に伴い後退した用地を市に寄附する場合の測量、
分筆に係る費用の一部を助成します。

附属機関の運営その他

　建築基準法の規定に基づく建築審査会をはじめとする
附属機関の運営等に要する事務経費等です。

事務事業名 建築確認事務事業 予算額 17,249

前年度予算額 15,698

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6105

事務事業名 建築総務事務事業 予算額 501,212
局/部/課 建設局/建築部/建築総務課

款/項/目 8款 土木費/1項 土木管理費/2目 建築指導費 使用料及び手数料 11,254

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 211,045

　建築に係る環境への負荷の軽減、バリアフリーに配慮した人にやさしい秩序の
ある都市を形成するとともに、建築物の耐震化の促進など安全で安心なまちづく
りを促進します。

一般財源 278,913

前年度予算額 454,008

増減 47,204 

局/部/課 建設局/建築部/建築行政課

款/項/目 8款 土木費/1項 土木管理費/2目 建築指導費 使用料及び手数料 13,659

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 225

　建築基準法に基づく建築物、昇降機などの建築設備の建築確認審査、検査業務
を実施します。

諸収入 32

一般財源 3,333

建築物等の確認申請の審査

　建築基準法に基づく建築物、建築設備、工作物等の建
築確認審査業務を行います。

建築物等の中間検査、完了検査

　建築基準法に基づく建築物、建築設備、工作物等の中
間検査及び完了検査業務を行います。

増減 1,551 

建築確認等台帳の整備

　建築行政共用データベースシステムにより、建築確認
等台帳の整備を行います。

　昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築され、現行の耐震
基準に適合しない民間建築物の耐震診断など耐震化に必
要な費用の一部を助成します。また、「改定さいたま市
耐震改修促進計画」を改定します。

既存ブロック塀等改善事業

　地震時におけるブロック塀等の倒壊などによる災害を
未然に防止するため、危険なブロック塀等の除却等に係
る費用の一部を助成します。
　また、所有者に対し効率的に働きかけをするため、改
善の緊急性が高いブロック塀等の調査を新たに実施しま
す。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 151 17款

18款

-

＜主な事業＞

１ 11,259

２ 13,719

３ 4,666

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 151 16款

17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 371,085

２ 420,627

1,980

6103

事務事業名 建築行政事務事業 予算額 29,644

20,806

前年度予算額 30,818

増減 △ 1,174 

局/部/課 建設局/建築部/建築行政課

款/項/目 8款 土木費/1項 土木管理費/2目 建築指導費 使用料及び手数料

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金

　建築基準法に基づく許可、認定に関する業務及び区域等の指定に関する業務の
ほか、既存建築物における定期報告に係る改善指導、防災査察等による指導業務
を実施します。
　また、建築基準法に基づく指定道路図の整備・更新を行います。

一般財源

6,858

△ 50,732 

区域線整備推進事業

　市が管理する道路及び水路と民地との境界線（区域
線）の整備を推進します。

道路管理業務

＜総合振興計画実施計画事業コード＞

前年度予算額 842,444

増減

　市道の延長、幅員、面積等の測量を実施し、道路台帳
の整備を行います。

事務事業名 道路管理事業（土木総務課） 予算額 791,712
局/部/課 建設局/土木部/土木総務課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/1目 道路橋りょう総務費 分担金及び負担金 1

＜事業の目的・内容＞ 使用料及び手数料 1,879

　道路法第28条に基づく道路の管理事務として、市道の延長、幅員、面積等の測
量を実施し、道路台帳の整備を行います。
　また、道路台帳の閲覧、道路の占用許可、境界確認等、市民に密着した窓口業
務を実施することにより、市民への正確な情報提供や道路管理の適正化を推進し
ます。

諸収入 8,360

一般財源 781,472

　建築基準法に基づく許認可等をはじめとする事務全般
に要する経費等です。

指定道路図の整備

　建築基準法に基づく道路の指定・廃止等に係る更新情
報を指定道路図に反映し、指定道路情報管理システムの
運用管理を行います。

建築基準法に基づく許認可等事務その他

特定建築物等の定期報告

　建築基準法において、特定建築物等の適正な維持管理
のために定期報告制度が定められており、その報告等に
係る手続きを行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 151 -

＜主な事業＞

１ 15,740

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 151 -

＜主な事業＞

１ 7,439

事務事業名 道路橋りょう事務事業 予算額 7,439
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/1目 道路橋りょう総務費 一般財源 7,439

＜事業の目的・内容＞

　車両の賃借料や消耗品等、日常業務を行う上で必要となる経常的な庶務的経費
です。

前年度予算額 7,731

増減 △ 292 

道路橋りょう事務

事務事業名 道路管理事業（道路環境課） 予算額 15,740

前年度予算額

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/1目 道路橋りょう総務費 一般財源 15,740

＜事業の目的・内容＞

　整備済の道路側溝の種類、流下方向を整理した台帳図を整備に合わせて修正す
ることにより、最新の状況を把握し、窓口での問合せ等の業務に活用します。

13,750

増減 1,990 

道路管理事業

　窓口での問合せ等に対応するため、道路側溝台帳の修
正を行います。

　現地調査に使用する車両の賃借及び事務を行うため必
要となる事務用品等を購入します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 151 -

＜主な事業＞

１ 50,000

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 153 16款

17款

24款

25款

-

＜主な事業＞

１ 2,858,180

２ 3,517,573

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4118（一部）、4311（一部）

事務事業名 私道舗装等整備助成事業 予算額 50,000
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/1目 道路橋りょう総務費 一般財源 50,000

＜事業の目的・内容＞

　市道として認定することが困難な私道の舗装、排水施設等の整備を行う者に対
して、費用の一部を助成し、市民の生活環境の向上を図ります。

前年度予算額 50,000

増減 0 

私道舗装等整備助成事業

　私道の舗装や排水施設に要する費用の一部を助成しま
す。

事務事業名 道路維持事業 予算額 6,375,753
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/2目 道路維持費 分担金及び負担金 59,290

＜事業の目的・内容＞ 使用料及び手数料 2

　道路パトロールや市民からの通報に基づき、舗装や道路附属物などの損傷箇所
を修繕することにより、安心・安全で快適な道路環境を維持します。
　また、スマイルロード整備事業においては、沿道の方々からの申請に基づき道
路の整備を進めます。

諸収入 258

市債 2,928,800

一般財源 3,387,403

前年度予算額 6,309,995

増減 65,758 

スマイルロード整備事業

　沿道の方々からの申請に基づき、道路の整備を進めま
す。

道路修繕事業

　道路パトロールや市民からの通報に基づき、舗装や道
路附属物などの損傷箇所を修繕します。
　また、地震や降雪時の災害発生時に道路パトロール等
の緊急対応を行います。

[参考] 私道整備事例

【整備後】

【整備前】

【整備前】

【整備後】

[参考] スマイルロード整備事例
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 153 -

＜主な事業＞

１ 370,000 ［参考2］

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 153 25款

-

＜主な事業＞

１ 965,530

２ 207,482

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

県臨時地方道債償還金負担金 予算額 370,000
局/部/課 建設局/土木部/土木総務課

前年度予算額 1,165,221

増減 7,791 

暮らしの道路整備事業

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/3目 道路新設改良費 市債 749,400

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 423,612

前年度予算額 370,000

事務事業名

　幅員が4メートル未満の道路について、沿道の方々から
の申請に基づき、道路後退用地の寄附を受けて整備を進
めます。

道路整備事業

事務事業名 道路整備事業 予算額 1,173,012

0 

県債償還金負担金

増減

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4118（一部）

　埼玉県との事務引継書に基づき、県から移譲された国
県道に係る県債償還金の一部を負担します。

［参考］
　・負担期間　　20年間（平成15～令和4年度）
　・負担金総額　19,426,000千円
　　　　　　　　（旧岩槻市分　1,076,000千円を含む）

　道路幅員が4メートル未満の道路においては、消防・救急などの緊急活動の妨げ
となるほか、道路排水の悪い箇所があるなど様々な問題を抱えています。
　これらの問題に対処するため、沿道の方々からの申請に基づき、道路用地の寄
附を受けて行う暮らしの道路整備事業により生活道路の整備を進めます。
　また、拡幅が必要な道路の整備や排水施設の整備等を実施します。

　道路環境の向上を図るため、拡幅が必要な道路の整備
を実施します。
（主な予定箇所）
　・（市）３１２５５号線
　・（市）Ｋ４７６号線

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/3目 道路新設改良費 一般財源 370,000

＜事業の目的・内容＞

　平成15年の政令指定都市移行に伴い、埼玉県から移譲された道路に係る臨時地
方道整備事業債（一般分）の元金償還金の一部を負担します。

【整備前】

【整備後】

[参考] 暮らしの道路整備事例

年度別負担額　　　　（単位：千円／年度）

年　 度 金　 額

　 平成15～16年度 3,145,000

　 平成17～18年度 1,270,000

　 平成19～20年度 1,208,000

　 平成21～24年度 770,000

　 平成25～26年度 670,000

　 平成27～30年度 570,000

　 令和元年度 370,000

年度別負担予定額　（単位：千円／年度）

年　 度 金　 額

　 令和2～4年度 370,000
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 153 -

＜主な事業＞

１ 1,785

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 153 -

＜主な事業＞

１ 47,624

道路管理事業

　広域道路の整備を推進する事務を行うため必要となる
事務用品等を購入します。

前年度予算額 937

増減 848 

1,785

＜事業の目的・内容＞

　国等が実施する広域道路の整備を推進するための一般事務経費です。

道路管理事業（広域道路推進室） 予算額 1,785

事務事業名 道路管理事業（道路計画課） 予算額 47,624
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/3目 道路新設改良費 一般財源 47,624

＜事業の目的・内容＞

　国県道及び幹線市道を整備する道路事業を推進するために取得した、事業用地
の維持管理を行います。

局/部/課 建設局/土木部/広域道路推進室

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/3目 道路新設改良費 一般財源

事務事業名

＜特記事項＞

　事業進捗に伴い、管理する事業用地の面積が増加しました。 前年度予算額 37,470

増減 10,154 

事業用地維持管理

　取得した事業用地の草刈・舗装・防護柵等の設置を行
います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 153 -

＜主な事業＞

１ 19,481

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 153 18款

25款

-

＜主な事業＞

１ 59,100

２ 2,654,065

３ 783,460

広域道路等に関する調査

　国等が実施する広域道路の整備に関連する調査等を行
います。

前年度予算額 26,993

増減 △ 7,512 

局/部/課 建設局/土木部/広域道路推進室

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/3目 道路新設改良費 一般財源 19,481

事務事業名 道路新設改良事業（広域道路推進室） 予算額 19,481

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞

　国等が実施する広域道路整備を促進させるために市内の道路調査等を行いま
す。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4307（一部）、4308

4,119,897

増減 △ 623,272 

道路整備マネジメント

事務事業名 道路新設改良事業（道路計画課） 予算額 3,496,625
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/3目 道路新設改良費 国庫支出金 617,700

＜事業の目的・内容＞

547,725

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4307（一部）

市債 2,331,200

広域幹線道路整備

　広域的な移動に資する幹線道路網整備を推進します。
（主な事業路線）(国)１２２号蓮田岩槻バイパス、(国)
４６３号越谷浦和バイパス、(主)さいたま鴻巣線バイパ
ス、(主)さいたま春日部線

市内幹線道路整備

一般財源　都市活動を効果的に支える道路交通ネットワークを形成する幹線道路の整備を
推進し、交通アクセスの向上を図り都市の利便性を高めるとともに、災害に強い
都市空間を確保します。

　市内幹線道路網整備を推進します。
（主な事業路線）(主)川口上尾線、御蔵中央通線

　効果的かつ効率的な道路整備を進めるために必要な調
査等を行います。

一般国道１２２号

蓮田岩槻バイパス

一般国道４６３号

越谷浦和バイパス

御蔵中央通線 主要地方道

さいたま春日部線

主要地方道

川口上尾線

[参考]

主要地方道

さいたま鴻巣線バイパス
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 153 25款

-

＜主な事業＞

１ 1,090,000

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 153 25款

-

＜主な事業＞

１ 22,000

前年度予算額 21,000

増減 1,000 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4307（一部）、4308

　首都高速道路株式会社が施行する有料道路事業（新大
宮上尾道路）に伴い出資します。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4307（一部）、4308

前年度予算額 400,000

増減 690,000 

国直轄道路事業負担金

　国直轄道路の整備が促進され、円滑な都市交通網が形
成されます。
（対象路線）一般国道１６号・１７号・２９８号

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 109,000

　道路法第50条等の規定により、国土交通省が直轄で施行する道路事業（新設、
改築等）に対する負担金です。

事務事業名 国直轄道路事業負担金 予算額 1,090,000
局/部/課 建設局/土木部/広域道路推進室

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/3目 道路新設改良費 市債 981,000

事務事業名 首都高速道路整備出資金 予算額 22,000
局/部/課 建設局/土木部/広域道路推進室

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/3目 道路新設改良費 市債 19,800

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,200

　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法等に基づく、首都高速道路株
式会社が施行する有料道路事業（新大宮上尾道路）に伴う出資金です。

首都高速道路整備出資金

一般国道２９８号

一般国道１６号
一般国道１７号

新大宮上尾道路

新大宮上尾道路

[参考]

[参考]
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 155 18款

19款

20款

25款

-

＜主な事業＞

１ 1,064,700

２ 1,456,581

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 155 25款

-

＜主な事業＞

１ 99,770

　田原橋架け替え工事において、事業の進捗により、仮橋設置工事に着手しま
す。

前年度予算額 14,120

増減 85,650 

市債款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/5目 橋りょう新設改良費

橋りょう架替え事業

　河川管理者との協議を進め、架替え事業の実施に向け
た測量・設計及び工事を行います。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4208、6104

事務事業名 橋りょう整備事業 予算額 99,770
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

54,300

事務事業名 橋りょう維持事業 予算額 2,521,281
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/4目 橋りょう維持費 国庫支出金 608,850

橋りょう耐震化事業

　震災時における道路ネットワークを確保するため、緊
急輸送道路にある橋りょうについて、橋脚の耐震補強及
び桁の落橋防止対策を実施します。

橋りょう長寿命化修繕事業

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 156,150

　震災時における道路ネットワークを確保するために橋りょう耐震補強工事を行
うことにより、橋りょうの機能を維持し、安心で安全な道路環境の確保を図りま
す。
　また、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋りょうの修繕を計画的に実施し
ます。

財産収入 5,380

市債 1,407,000

一般財源 343,901

前年度予算額 2,592,791

増減 △ 71,510 

[参考]主な予定箇所

1　橋りょう耐震化事業
　・宮前第二高架橋（（一）上野さいたま線）
　・新浦和橋（（国）４６３号）
　・さくら草橋（（一）さいたま東村山線）
　・南浦和陸橋（（市）Ｆ－１９５号線）

2　橋りょう長寿命化修繕事業
　・吉野陸橋（（主）川口上尾線）
　・永代橋（（一）新方須賀さいたま線）
　・羽根倉橋（（国）４６３号）
　・本村橋（（一）宗岡さいたま線）

　老朽化した橋りょうについて、橋梁長寿命化修繕計画
に基づき、対策工事を実施します。
　また、橋りょうの健全度を把握するため、橋りょう点
検を実施します。

（主な予定箇所）
　・田原橋（（一）蒲生岩槻線）
　・念仏橋（（国）４６３号）

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 45,470

　河川に架かる橋りょうについては、河川計画が事業化された際に、河川改修断
面に合わせて架替えが必要となることから、河川管理者と協議を行い、計画の進
捗にあわせた整備事業を実施します。

＜特記事項＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 155 16款

18款

25款

-

＜主な事業＞

１ 2,042,744 ４ 102,200

２ 361,500

３ 611,026 ５ 729,503

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 157 -

＜主な事業＞

１ 2,920

事務事業名 交通安全施設整備事業 予算額

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4120、4205、4311（一部）、4312、4313

3,846,973
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/6目 交通安全施設整備費 分担金及び負担金 30,234

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 765,350

市債 2,334,400

一般財源 716,989

前年度予算額 3,397,608

増減 449,365 

　歩行者等の安全な通行を確保するため、幹線道路の歩道整備、主要駅周辺の無
電柱化を実施します。
　また、踏切内の歩行空間整備を行う踏切改良、警察が実施する速度規制と連携
し生活道路の安全対策を行うゾーン３０の推進、自転車ネットワーク整備計画に
基づく自転車通行環境の整備等により、安全かつ快適な道路空間の確保を進めま
す。

前年度予算額 1,797

増減 1,123 

歩道等整備事業 ゾーン３０整備事業

　幹線道路等における歩道整備を行い、安心安全な歩行
空間の確保を進めます。
　（主な予定箇所）
　・（国）１２２号

自転車通行環境整備事業

　自転車が安全で快適に通行できるとともに、歩行者の
安全性が高まるような自転車通行環境整備を行います。
　（主な予定箇所）
　・（一）大和田停車場線

踏切改良事業 無電柱化推進事業

局/部/課 建設局/土木部/土木総務課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/1目 河川総務費 一般財源 2,920

　警察による最高時速30キロメートルの速度規制と、道
路管理者による環境整備を組み合わせ、速度抑制対策を
行います。
　（主な予定箇所）
　・見沼区堀崎町
　・見沼区東大宮七丁目
　・桜区中島一・二・三丁目
　・南区辻二・五丁目
　・緑区松木一・二丁目

河川事務事業

　河川管理のため、河川賠償責任保険及び各協議会に関
する事務を行います。

　狭あいな踏切について歩行空間を確保するため、拡幅
整備を実施します。
　（主な予定箇所）
　・盆栽踏切

　市街地における歩行空間の確保、都市防災対策や都市
景観の向上のため、電線共同溝の整備を実施します。
　（主な予定箇所）
　・（一）鴻巣桶川さいたま線

事務事業名 河川事務事業（土木総務課） 予算額 2,920

＜事業の目的・内容＞

　河川事業の管理運営を円滑に処理するための事務経費です。
　河川賠償責任保険に関する事務、河川事業の促進を図るための協議会に関する
事務を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 157 17款

20款

24款

-

＜主な事業＞

１ 3,191

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 157 16款

17款

19款

20款

-

＜主な事業＞

１ 98,259 ４ 70,326

２ 447,160

３ 108,900

事務事業名 河川事務事業（河川課） 予算額 3,191
局/部/課 建設局/土木部/河川課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/1目 河川総務費 使用料及び手数料 1

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 14

　河川事業を円滑に処理するための事務経費です。 諸収入 1

一般財源 3,175

前年度予算額 3,235

増減 △ 44 

河川事務事業

　事務を行うため必要となる事務用品等を購入します。

事務事業名 河川維持管理事業 予算額 724,645
局/部/課 建設局/土木部/河川課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/1目 河川総務費 分担金及び負担金 476

＜事業の目的・内容＞ 使用料及び手数料 13

　治水安全度を確保するため、河川・水路の草刈、浚渫等を行い、河川施設の維
持管理を行います。
　また、緊急水害時においてポンプ、土のう等を設置します。

県支出金 1,850

財産収入 3,645

一般財源 718,661

　水路の補修工事を行います。

＜特記事項＞

　河川維持管理事業と水辺環境整備事業を統合しました。 前年度予算額 741,593

増減 △ 16,948 

施設保守管理業務 河川維持管理事務事業

　水害時に備え、河川施設の維持管理を行います。 　河川施設の管理に要する光熱水費や通信料等を支出し
ます。

河川草刈及び浚渫業務

　良好な河川環境を保つため、草刈及び浚渫を行いま
す。

補修工事
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 157 16款

18款

25款

-

＜主な事業＞

１ 980,936 ４ 73,970

２ 968,703

３ 21,848

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 157 16款

25款

-

＜主な事業＞

１ 7,647 ［参考］

２ 16,500

事務事業名 河川改修事業 予算額 2,045,457
局/部/課 建設局/土木部/河川課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/2目 河川改良費 分担金及び負担金 15

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 30,000

　浸水被害を軽減し、流域の市民の安全を守るため、川幅を拡幅し、川底を掘り
下げること等により、改修工事を進め、1時間当たり30～50mmの雨量に対応する整
備を行います。また、都市化の著しい河川流域における雨水流出量の増大等に対
応するため、流域内の小・中学校等に貯留浸透施設の設置を進め、治水安全度の
向上を目指します。

市債 1,670,300

一般財源 345,142

前年度予算額 2,178,063

増減 △ 132,606 

準用河川改修事業 流域貯留浸透事業

　浸水被害を軽減し、治水安全度の向上を図るため、準
用河川の整備を実施します。
　（主な予定箇所）
　・新川、油面川排水機場

　総合的な治水対策の一環として、公共施設に降った雨
を一時貯留させる施設を設置します。
　（主な予定箇所）
　・熊野下公園、桜木公園

普通河川改修事業

　浸水被害を軽減し、治水安全度の向上を図るため、普
通河川の整備、浸水状況の解析を実施します。
　（主な予定箇所）
　・宝来川、滝沼排水路

高沼用水路整備事業

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 1305、6107、6108

　高沼用水路の水路や護岸などの水辺環境整備を行い、
市民と連携しながら、市民の憩いの場となる親水性の高
い水辺空間づくりを推進します。

事務事業名 都市下水路維持管理事業 予算額 24,147
局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/3目 都市下水路費 分担金及び負担金 18,614 

＜事業の目的・内容＞ 市債 2,600 

　都市下水路施設の機能管理の充実を図るため、維持管理事業を実施します。 一般財源 2,933 

＜特記事項＞

　芝川都市下水路見沼伏越場の改修工事を完了しました。 前年度予算額 491,072 

増減 △ 466,925 

施設保守管理事業

　都市下水路施設の機能を保つため、芝川都市下水路見
沼伏越場の維持管理を行います。
（1）施設運転、保守管理、清掃除草等
（2）芝川警戒メール運用・保守管理

芝川都市下水路見沼伏越場改修事業

　芝川都市下水路見沼伏越場の改修工事の完了に伴い、
周辺家屋等への影響を確認する事後調査を実施します。

見沼伏越場
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 157 -

＜主な事業＞

１ 302,018

２ 2,622

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 159 -

＜主な事業＞

１ 9,288 

事務事業名 排水路維持管理事業 予算額 304,640
局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/3目 都市下水路費 一般財源 304,640 

＜事業の目的・内容＞

　市街化区域内の排水路を良好な状態に保つための適切な維持管理を実施し、良
好な環境及び市民の安心安全を確保します。

前年度予算額 311,683 

増減 △ 7,043 

施設保守管理事業

　排水路の機能を保つため、維持管理を行います。
（1）施設修繕、保守管理
（2）排水路清掃除草等
（3）排水路補修工事

笹目川浄化施設維持管理負担金

　埼玉県と本市の相互協力により、笹目川浄化施設の維
持管理を行うための負担金です。
　（負担割合）
　さいたま市 40.4％、埼玉県 59.6％

事務事業名 芝川都市下水路維持管理負担金 予算額 9,288 
局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/3目 都市下水路費 一般財源 9,288 

＜事業の目的・内容＞

　桶川市を起点とし、上尾市・本市を流下する芝川都市下水路の維持管理を3市の
共同事業で行うことによる負担金です。

前年度予算額 8,514 

増減 774 

芝川都市下水路維持管理負担金

　3市共同で芝川都市下水路の維持管理を行うための負担
金です。
　（負担割合）
　さいたま市 18％、上尾市 62％、桶川市 20％
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 159 -

＜主な事業＞

１ 816 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 159 17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 18,893

局/部/課 建設局/下水道部/下水道総務課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/4目 排水処理費 一般財源 816 

＜事業の目的・内容＞

　南下新井汚水処理場に係る使用料の賦課徴収事務を、水道料金の徴収業務と一
元化して実施するため、水道局に対して本使用料の徴収経費等を支払います。

　南下新井汚水処理場使用料を水道料金と一括で徴収す
るため、水道局に賦課徴収業務を委託します。
　（調定見込件数 　2,370件）

事務事業名 南下新井汚水処理場使用料賦課徴収事業 予算額 816

局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/4目 排水処理費 使用料及び手数料 11,330 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 10 

　南下新井汚水処理場は、岩槻区南部の大字南下新井地区及び大字黒谷地区の一
部（12.3ha）を処理区域とする、し尿処理施設です。この施設を適切に維持管理
することにより、区域内住民の健全な公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水
域の保全を図ります。

一般財源 7,553 

前年度予算額 16,634 

増減 2,259 

施設維持管理事業

　区域内の健全な公衆衛生の向上と公共用水域の保全を
図るため、施設の適正な維持管理を実施します。

事務事業名 南下新井汚水処理場維持管理事業 予算額 18,893

前年度予算額 825 

増減 △ 9 

使用料賦課徴収業務委託

［参考］

平成30年度実績

（1）処理人口 859人

（2）日平均処理水量 360 

（3）年間処理水量 131,284 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 161 17款

20款

-

＜主な事業＞

１ 6,324

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 161 17款

-

＜主な事業＞

１ 159,890

　取得した事業用地の草刈・舗装・防護柵等の設置を行
います。

前年度予算額 144,246

増減 15,644 

事業用地維持管理

局/部/課 建設局/土木部/土木総務課

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/3目 街路事業費

事務事業名 街路管理事業（道路計画課） 予算額 159,890
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/3目 街路事業費 使用料及び手数料 2

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 159,888

　都市計画道路を整備する街路事業を推進するために取得した、事業用地の維持
管理を行います。

使用料及び手数料 1,000 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,500 

　街路事業のために先行取得した用地や代替地の管理を行います。 一般財源 2,824 

前年度予算額 6,393

増減 △ 69 

先行取得用地及び代替地の管理

　先行取得用地及び代替地の管理を行います。

事務事業名 街路管理事業（土木総務課） 予算額 6,324
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 161 16款

18款

19款

25款

-

＜主な事業＞

１ 88,200

２ 5,756,885

３ 1,376,392

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 17款

18款

20款

24款

＜主な事業＞

１ 423,145

２ 118,467

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4307（一部）

事務事業名 街路整備事業 予算額 7,221,477
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/3目 街路事業費 分担金及び負担金 2,138

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 1,617,350

　都市活動を効果的に支える道路交通ネットワークを形成する都市計画道路の整
備を推進し、交通アクセスを向上させ都市の利便性を高めるとともに、災害に強
い都市空間を確保します。

県支出金 52,000

市債 4,524,600

一般財源 1,025,389

前年度予算額 7,921,196

増減 △ 699,719 

道路整備マネジメント

　効果的かつ効率的な道路整備を進めるために必要な調
査等を行います。

広域幹線道路整備

　広域的な移動に資する幹線道路網整備を推進します。
（主な事業路線）産業道路、道場三室線、大宮岩槻線

市内幹線道路整備

　市内幹線道路網整備を推進します。
（主な事業路線）田島大牧線、南大通東線、本町通り線

事務事業名 市営住宅維持管理事業 予算額 541,612
局/部/課 建設局/建築部/住宅政策課

款/項/目 8款 土木費/7項 住宅費/1目 住宅管理費 使用料及び手数料 523,854

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 16,232

　住宅に困窮する市民に対して、良質で低廉な家賃の住宅を安定的に供給するた
めに、入居者募集や住宅及び付帯設備の維持管理を適切に行います。

財産収入 1,249

諸収入 277

　住宅に困窮する低額所得者に転貸するため、独立行政
法人都市再生機構から賃貸住宅を借り上げます。
　・西本郷住宅（北区本郷町）　　 　60戸
　・本郷町団地（北区本郷町）　　　 62戸

前年度予算額 545,830

増減 △ 4,218 

市営住宅維持管理業務

公営住宅借上事業

　市営住宅等の入居者募集、入居者管理、建物修繕工事
等を管理代行制度及び指定管理者制度を活用し、実施し
ます。
　・市営住宅（低所得者向け）　　2,583戸
　・市民住宅（中堅所得者向け）　   15戸

中山道

道場三室線 田島大牧線

産業道路

南大通東線

大宮岩槻線

本町通り線

[参考]
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 18款

-

＜主な事業＞

１ 4,477 ４ 8,068

２ 250 ５ 2,382

３ 572

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 17款

24款

＜主な事業＞

１ 3,840 ４ 1,020

２ 760

３ 752

　さいたま市住生活基本計画及びさいたま市賃貸住宅供
給促進計画を策定します。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業

　住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅登録制度
の推進を図ります。また、居住支援に関するガイドブッ
クの作成や要配慮者の入居に関するアンケート調査を実
施します。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6305、6307

局/部/課 建設局/建築部/住宅政策課

款/項/目 8款 土木費/7項 住宅費/1目 住宅管理費 使用料及び手数料 5,622

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 750

　優良な民間住宅の供給を推進するため、事業者からの長期優良住宅や低炭素建
築物の認定及び普及・促進を行います。

7,536

増減 △ 1,164 

高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助 低炭素建築物新築等計画の認定

　高齢者向け優良賃貸住宅に居住している入居者のう
ち、収入が一定の基準以下の方に対し、家賃の一部を助
成します。

　建築主や分譲事業者からの低炭素建築物新築等計画の
認定申請を受付し、認定基準への適合等について認定審
査を行います。

浸水住宅改良資金貸付事業

　浸水住宅改良資金融資制度の円滑な運用を図るため、
資金融資の実行に必要な原資を金融機関に預託します。

長期優良住宅建築等計画の認定

事務事業名 優良住宅等推進事業 予算額 6,372

事務事業名 住宅政策推進事業 予算額 15,749
局/部/課 建設局/建築部/住宅政策課 

款/項/目 8款 土木費/7項 住宅費/1目 住宅管理費 国庫支出金 2,352

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 13,397

　住生活基本法に即し策定した「さいたま市住生活基本計画」に基づく住宅施策
を推進し、市民の住生活の安定の確保と向上を図ります。

　各所管の住宅に関する施策を集約したガイドブックを
作成し、一元的な情報提供を図ります。

前年度予算額 13,423

増減 2,326 

分譲マンションヒアリング調査の実施 さいたま市住生活基本計画策定事業

　分譲マンションの適正な管理運営を促進するため、分
譲マンションを調査し、適正管理に向けた情報提供等を
行います。

分譲マンションの適正管理の支援

　埼玉県マンション居住支援ネットワークにおいて、県
内自治体、ＮＰＯ法人等と連携し、分譲マンションに関
する適切な情報提供及び普及啓発を行います。また、管
理組合向けにガイドブックを作成します。

「さいたま市住宅ガイド」の作成

　建築主や分譲事業者からの長期優良住宅建築等計画の
認定申請を受付し、認定基準への適合等について認定審
査を行います。

前年度予算額
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 167 18款

25款

-

＜特記事項＞

＜主な事業＞

１ 1,212,187 ４ 22,949

２ 167,288

３ 47,792

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 169 -

＜主な事業＞

１ 4,831,921 

事務事業名 市営住宅建替事業 予算額 1,450,216
局/部/課 建設局/建築部/住宅政策課

款/項/目 8款 土木費/7項 住宅費/2目 住宅建設費 国庫支出金 649,345

＜事業の目的・内容＞ 市債 777,300

　市営住宅は昭和30年代後半から40年代にかけて建設された住宅が多く存在して
おり、建物の老朽化が進行していることから、安心して暮らせる住まいづくりを
推進するため、老朽化が顕著と認められる市営住宅について計画的な建替えを実
施します。

一般財源 23,571

　市営道祖土戸崎団地建替事業（継続費）を年間を通して実施します。 前年度予算額 806,482

増減 643,734 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6306

　浸水対策等のため、下水道施設の整備及び維持管理における公費負担分を下水
道事業会計に繰り出します。

市営道祖土戸崎団地建替 負担金その他

　令和2年12月完成を目指し、建設工事を実施します。
　（平成30年度～令和2年度継続工事）

　市営住宅等長寿命化計画見直し業務を実施します。そ
の他、公共住宅整備事業の円滑な推進を図るために負担
金等を支払います。

市営浮谷住宅建替

　令和3年度末完成を目指し、建設工事を実施します。
　（令和2年度～3年度継続工事）

市営馬宮住宅建替

　馬宮住宅建替えに伴う基本・実施設計業務、解体設計
業務、土壌分析調査業務を実施します。

事務事業名 下水道事業会計繰出金 予算額 4,831,921

　下水道事業会計における雨水処理費等の経費につい
て、総務副大臣通知（繰出基準）により一般会計から繰
出しを行います。

[参考]

　繰出金の推移
　・平成26年度決算額　　4,581,248,638円
　・平成27年度決算額　　4,777,379,389円
　・平成28年度決算額　　4,773,208,137円
　・平成29年度決算額　　4,743,002,151円
　・平成30年度決算額　　4,753,928,784円

△ 9,302 

下水道事業会計への繰出し

局/部/課 建設局/下水道部/下水道財務課

款/項/目 8款 土木費/8項 公共下水道費/1目 公共下水道費 一般財源 4,831,921 

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 4,841,223 

増減
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 -

＜主な事業＞

１ 2

局/部/課 建設局/土木部/河川課

款/項/目 11款 災害復旧費/2項 土木施設災害復旧費/1目 土木施設災害復旧費 一般財源 2

事務事業名

前年度予算額 2

増減 0 

大規模災害発生時における土木施設の復旧

　大規模災害発生時に土木施設の復旧を速やかに行いま
す。

災害復旧費（河川課） 予算額 2

＜事業の目的・内容＞

　大規模災害発生時に土木施設の復旧を速やかに行います。
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（企業会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款 下水道事業収益

1

2

3

1款 資本的収入

1

2

3

4

5

＜主な事業＞

【収　　入】 【支　　出】

26,366,462 24,694,437

（1）下水道使用料 18,679,811 （1）管きょ費 760,738

　［参考］下水道使用料の推移 　 管きょの清掃、点検、修繕等の維持管理を行います。

（2）ポンプ場費 724,379

　 ポンプ場の清掃、点検、修繕等の維持管理を行いま

 す。

（3）処理場費 300,289

（2）他会計負担金 4,503,803 　 大宮駅東側の南部処理区（113.0ha）を処理区域とす

　 雨水処理費等の一般会計が負担すべき経費を繰り入  る下水処理センターの管理運営を行います。

 れます。

（4）流域下水道維持管理負担金 5,184,741

（3）長期前受金戻入 3,169,315 　 埼玉県の荒川左岸南部流域下水道及び中川流域下水

　 償却資産の取得及び改良に伴い交付された補助金等  道の維持管理費に対する負担金を埼玉県に支払います。

 の減価償却に伴う収益化額を計上します。

（5）減価償却費 13,230,874

　 取得した資産の時間経過に伴う価値の減少分を計上

 します。

（6）支払利息及び企業債取扱諸費 2,582,434

　 企業債等の利息を支払います。

(※　職員人件費については、Ｐ. 608に掲載しています。)

会計名 下水道事業会計 予算額

局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課 営業収益

局/部/課 建設局/下水道部/下水道総務課

建設局/下水道部/下水道財務課

局/部/課 建設局/下水道部/下水道計画課

局/部/課

予算書 下水道事業会計予算書

＜事業の目的・内容＞

負担金 257,306

企業債

国庫補助金 820,500

他会計負担金 328,118

50,245,834

営業外収益 3,174,413

23,191,381

特別利益 668

　市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水
質の保全と浸水の防除に資するため、施設の整備及び維持管理を実施します。

4,596

[1款：下水道事業収益] [1款：下水道事業費用]

12,684,400

51,164,816

増減 △ 918,982 

前年度予算額

長期貸付金返還金

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6302、6303、6304

平成27年度決算額 17,788,467,640円

平成28年度決算額 18,120,975,234円

平成29年度決算額 18,172,351,466円

平成30年度決算額 18,374,337,458円

令和元年度当初予算額 18,425,027,000円
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（単位：千円）

【収　　入】 【支　　出】

14,094,920 25,551,397

（1）企業債 12,684,400 （1）管きょ費 10,653,899

　ア 公共下水道事業債 10,759,500 　ア 下水道汚水事業 3,732,671

　イ 流域下水道負担金債 1,079,800 　　 さいたま市生活排水処理基本計画で定めた合併処

　ウ 資本費平準化債 845,100 　 理浄化槽との役割分担により、事業効率が高い区域

　　 建設改良工事等の財源として企業債を借り入れま 　 の汚水整備を推進します。

　 す。

　イ 下水道浸水対策事業 3,559,043

（2）国庫補助金 820,500 　 　浸水被害の軽減を目的とした雨水貯留施設及び雨

　　 社会資本整備総合交付金 　 水管の整備を推進するとともに、新たに浸水シミュ

　　 下水道施設建設に対し交付される社会資本整備総 　 レーションを活用した内水ハザードマップを作成し

　 合交付金です。 　 ます。

（3）負担金 257,306 　ウ 下水道施設老朽化対策事業（管きょ） 2,447,331

　　 受益者負担金 200,806 　 　緊急輸送道路車道下の重要な幹線等について耐震

　 　下水道が整備された地域の建設費の一部として、 　 化を進めるとともに、老朽化した下水道管について、

　 受益者負担金を徴収します。 　 予防保全の観点から計画的な改築を実施します。

（2）ポンプ場費 1,039,597

　　 下水道施設老朽化対策事業（ポンプ場） 953,500

　 　ポンプ場の耐震化及び改築を実施します。

（3）処理場費 84,970

　　 下水道施設老朽化対策事業（処理場） 71,000

　 　下水処理センターの耐震化及び改築を実施します。

（4）流域下水道建設費負担金 1,080,000

　 埼玉県の荒川左岸南部流域下水道及び中川流域下水

 道の建設費に対する負担金を埼玉県に支払います。

（5）企業債償還金 11,957,289

　 企業債の元金償還を行います。

[1款：資本的収入] [1款：資本的支出]
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